
日 曜 行　　　　　　　　　　事 会　　　　議 1 2 3 4 5 6 備　　考 購買 パン 給食 お茶 清掃

研修のため
1 火 職員研修（全日） 全日 部活動不可

研修のため
2 水 職員研修（全日） 全日 部活動不可

敷地内草刈り ８～１５時 研修のため
3 木 AM 部活動不可

敷地内草刈り ８～１５時

4 金

5 土

6 日

敷地内草刈り（予備日）

7 月 職員研修？

8 火

貯水槽清掃 （午前中） 断水

9 水

10 木 学校閉庁日

11 金 山の日

12 土

13 日

14 月 学校閉庁日

15 火 学校閉庁日
終戦記念日

16 水

17 木 職員検診日

18 金 環境整備作業

19 土

20 日

21 月

22 火

23 水 地区中体連開会式 Jアラート伝達試験１１時～

樹木消毒作業 ９～１０時

24 木 運動場の使用制限

全体会議・体育大会打ち合わせ 会議のため

25 金 全校登校日 学年会議 部活動不可

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

長野中学校（教室掲示用） 2023/7/12８月

体育館
バレーボール

試合会場

北館生徒用トイレの改修工事のため

夏季休業期間は北館のトイレならびに

中庭は使用できません。

河内長野市立長野中学校 部活動の活動方針（令和３年４月より）

休養日及び活動時間の設定について
（１）休養日は原則週２日以上設定する。

（２）週当たり平日は原則少なくとも１日（ノークラブデー・木曜）、土曜日及び日曜日のうち少なくとも１日を休養日とする。

年間を通じて学校全体で部活動を行わない日（定期考査期間等）を含め、部ごとに原則104日以上設定する。

※ 学校全体で部活動を行わない日は、テスト1週間前からテスト最終日までと、実力テスト・チャレンジテスト前日とする。

（３）１日の活動時間は、夏季時間帯の平日では長くとも２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程度とし、

効果的な活動を行う。

（４）学校の休業日に練習試合等で４時間以上の活動となる場合は、生徒の健康管理に十分配慮して、休憩時間を適切に設定し、

無理のないよう活動するとともに、その後に休養日を設けるなど、学校生活に支障のないように配慮する。


